
国家公務員法等の一部を改正する法律案

【用例集】
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【
検
察
庁
法
第
二
十
条
関
係
】
：
：
：
：
：
．
：

●
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
」

●
「
年
に
達
し
た
者
」
の
例
：
．
：
：
．
：
…
・
・
・
・

●
「
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
の
例

心
官
職
等
に
括
弧
書
き
で
除
外
事
由
が
記
載
さ
れ
て
い
る
例

●
「
も
っ
て
充
て
る
。
」
の
例
：
：
・
・
・
：
・
・
・
・
・
・
・
…
：
：
…
…

●
本
則
と
通
し
番
号
の
附
則
を
独
自
の
条
名
の
附
則
に
改
め
る
例
…
：
：
．
…
：
：
．
．
：
：
．
：
．
．
：
：
：
．
…
。
：

●
「
第
○
条
を
第
○
条
と
し
、
第
○
条
を
削
り
、
第
○
条
を
第
○
条
と
し
、
第
○
条
を
削
る
。
」
の
例

一
検
察
庁
法
附
則
第
三
条
関
係
一
・
・
：
…
．
：
．
…
：
：
：
：
：
…
・
・
：
…
：
．
…
：
：
：
…
．
．
：
…
：
：
：
．
：
：
。
：
。
：
：

●
「
。
・
・
に
つ
い
て
は
、
。
。
・
中
了
。
．
」
と
あ
る
の
は
、
「
．
。
。
」
と
す
る
。
」
の
例

【
検
察
庁
法
附
則
第
四
条
関
係
】
・
…
：
・
・
：
：
：
：
。
：
：
・
・
・
・
・
・
…
：
．
…
：
．
：
。
・
・
：
．
…
：
：
：
・
・
：
：
：
．
：
：
：
：
：

●
「
大
臣
は
、
・
・
に
お
い
て
、
・
・
・
に
対
し
、
・
・
・
も
の
と
す
る
。
」
の
例
：
．
…
。
：
．
：
：

●
「
大
臣
が
定
め
る
。
。
・
に
従
っ
て
」
の
例
：
：
・
・
・
：
：
：
．
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
…
。
：
：
：
．
．
：
．
…
：
：
：

〔
検
察
庁
法
第
三
十
一
条
関
係
〕
・
・
・
・
：
．
：
．
：
：
：
。
：
．
：
：
．
．
…
：
．
：
：
：

●
「
・
・
・
か
ら
。
。
・
ま
で
及
び
・
・
・
か
ら
。
・
・
ま
で
並
び
に

篤
弟
三
十
一
条
関
係
〕
・
・
・
・
：
．
：
．
：
：
：
。
：
．
：
・

・
か
ら
。
。
・
ま
で
及
び
・
・
・
か
ら
。
．
。

｛
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
関
係
】
：
・
・
・
．
：
：
。
：
．
．
：
．
：
：
：
・
・
・
：
：
：
：

●
「
年
に
達
し
た
と
き
は
、
・
・
・
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
」
の
例

●
「
・
・
・
は
、
。
・
・
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
」
の
例
：
：
：
：

廷
－
Ｌ
永
い
と
き
ｃ
作
に
・
・
・
々
汁
佛
と
だ
１
Ｌ
主
人
に
ト
グ
．
茎
、
一

・
は
、
。
・
・
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
」
の
例

○
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
用
例
集
目
次

●
検
察
官
の
任
用
の
例
：
．
：
：
。
…
…
：
：
：
．
：
：
：
．
：
：
：
…
．
：
．
：
．
：
：
…
・
・
・
：
：
：
．
：
．
：
：
・
・
：
：
．
：
：
：

【
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
五
条
関
係
】

●
「
年
齢
が
・
・
・
に
達
し
た
」
の
例
・
…
．
：
：
…
：
：
：
：
．
：
：
…
：
．
．
：
．
：
…
：
：
：
・
・
：
…
：
：
。
：
：
：
．

一
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
九
条
及
び
第
十
条
関
係
】

｛
附
則
関
係
（
検
察
庁
法
関
係
）
】

の
例
…
・
・
・
：
：
。
：
：
：

Ｇ
巳
●
■
■
■
●
■
。
②
■
●
■
固
■
●
■
■
■
■
ｂ
ｂ
●
■

ロ
血
●
■
■
■
由
●
■
●
由
●
■
巳
Ｆ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
町

■
ｐ
由
■。

及
び
。
。
。
の
規
定
」
の
例

●

●
ａ
ｐ
ｂ
①
●
●
■
●
邑
固
■
■
①
■
■
●
■
■

■
字

■
●
の
缶
■
■
■
●
■
Ｆ
■

ｐ
■
Ｑ
●
■

。
■

●
寺
■
■
■
●
■

写
り
、 ■

＄
●
。
ｐ
■
●
●
■
ｐ
、

■
■

■

勺

仔

■
■
■
■

■
■
■
甲
■
●
■
■
■
■
●
●
■
■
■
●
■
●
■

■
●
。
□
■
■
■
凸
■
■

●

●
■
Ｄ
Ｂ
甲
。
●
①
■
■
●
■

■
■
■

●
■

巳
●
■
■
■
■
■

ｅ
Ｐ

■
■
固
固
■
固
■
●
■
■
■
■
■
■
①
．
訂
’
０
心
一

●
車
写
●
■
、
■
。
■
申
■
。
■
・
罰
Ｄ
Ｒ
４

●
●
色
伊

■
■
Ｂ
Ｕ

●
■

■
＆
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●
施
行
期
日
を
定
め
る
附
則
の
条
を
改
正
す
る
例
．
：

●
「
条
、
次
条
及
び
附
則
第
○
条
の
規
定
は
、
」
の
例

と
す
る
。
」
の
例
…
．
：
．
：
：
…
・
・
：
：
．
：
：
：
：
：
：
。
：
…
．
：
：
：
。
：
．
：

｛
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
Ｂ
条
関
係
】

一
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
六
条
関
係
】
・
…
・
：
・
…
：
。
：
…
：
．
…
。
：
．
…
：
：
：
．
：
・
・
・
．
：
。
：
：
…
．
：
．
・
・
・
．
．
…
：
・
・
・
・
・
・
。
：
。
…
…
：
…
．
．
：
。
：
．
：
・
属

●
「
。
。
。
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ
い
て
、
同
法
の
特
例
を
定
め
た
も
の 6

●
一
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
則
」

●
「
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
」
の
例

ｃ
「
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
」
の
例

●
「
前
項
の
・
・
・
で
定
め
る
者
」
の
例

●
「
同
。
．
。
」
の
例
：
：
・
・
・
：
；
・
・
：
：

に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
」
の
例
：
：
．

●
「
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
則
」
の
例

●
「
当
該
額
に
、
．
．
。
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、

甲
■

ｂ
ｐ

。
■
■
■
。
白
●

0

■
由
■
■
Ｆ
■
Ｆ
■
■
ｐ
●
■
■
●
●
■
■
●
■

■
■
■
■

■
●

。
以
上
。
。
・
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
。
。
・

Ｄ
Ｏ
Ｂ
■
■
凸
●
●
Ｇ
ｇ
ａ
ｇ
■
●
■
●
■
ｂ
由
り
■
Ｇ
ｐ
Ｄ
■
ｇ
ｏ
ａ
ｇ
ｇ
■
●
■
■
●
●
。
□
今
勺
●
●
■
甲
①
Ｑ
ｄ
Ｇ
Ｇ
ｂ
■
Ｐ
■
■
ｇ
Ｂ
Ｕ
■
Ｇ
凸
。
■
■
■
■
■
ｐ
■
甲
●
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●
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口
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凸

●
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ｂ
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Ｇ
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●
巳
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■
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■
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■

●
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①
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第
四
十
一
条
（
略
）

２
．
３
（
略
）

４
三
年
以
上
第
一
項
第
六
号
の
大
学
の
法
律
学
の
教
授
又
は
准
教
授
の

職
に
在
っ
た
者
が
簡
易
裁
判
所
判
事
、
検
察
官
又
は
弁
護
士
の
職
に
就

い
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
簡
易
裁
判
所
判
事
、
検
察
官
（
副
検
事

○
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
２

和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
３

○
裁
判
所
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
九
号
）

●
官
職
等
に
括
弧
書
き
で
除
外
事
由
が
記
載
さ
れ
て
い
る
例

関
係
】

第
三
十
八
条
（
略
）

２
会
長
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
会
長
が
指
名
す
る
日
本
弁
護
士
連

●
「
も
っ
て
充
て
る
。
」
の
例

○
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
用
例
集
【
検
察
庁
法
第
一
一
十
条
関
係
】

合
会
の
副
会
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

３
～
７
（
略
）

【
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
九
条
及
び
第
十
条
●
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
」
の
例

を
除
く
。
）
又
は
弁
護
士
の
職
』

規
定
は
、
。
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

又
は
弁
護
士
の
職
に
在
っ
た
年
数
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
●
「
年
に
達
し
た
者
」
の
例

第
八
十
一

八
十
一

○
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）

●
「
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
の
例

○
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）

第
五
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。

一
・
二
（
略
）

２
（
略
）

○
古
物
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
二
十

一
口
万
）

附

（
罰
則
）

達
し
た
者
に
限
り
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

条
の
五
（
略
）

（
略
）

短
時
間
勤
務
の
官
職
に
つ
い
て
は
、
定
年
退
職
者
等
及
び
自
衛
隊
法

に
よ
る
定
年
退
職
者
等
の
う
ち
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
し
た
場
合
の
当
該
官
職
に
係
る
定
年
に

則
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第
四
十
五
条
自
衛
官
（
陸
士
長
等
、
海
士
長
等
及
び
空
士
長
等
を
除
く

○
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

●
「
年
に
達
し
た
と
き
は
、

第
二
十
条
他
の
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
一
般
の
官
吏
に
任
命
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
外
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、

第
十
一
条

２
（
略
）

３
去
昂
吟
庁
一

臨
時
委

○
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
四
十

八
号
）

●
「
。
・
・
は
、
。
・
・
さ
れ
ス
平
も
の
と
す
る
。
」
の
例

2

1 き
4は

、

調
査
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

４
．
５
（
略
）

【
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
関
係
】

。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
定
年
に
達
し
た
と

こ
れ
を
検
察
官
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

●

へ

略
～一

員
は
、
そ
の
者
の
任
命
に
係
る
当
該
特
別
の
事
項
に
関
す
る

定
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
退
職
す
る
。

へ

略
…

へ

略
、一

年
に
達
し
た
日
の
翌
日
」
の
例

（
予
防
接
種
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

○
予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

三
年
法
律
第
八
十
五
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
念

一
条
（
略

○
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）

●
本
則
と
通
し
番
号
の
附
則
を
独
自
の
条
名
の
附
則
に
改
め
る
例

●
「
・
・
・
か
ら
・
・
・
ま
で
及
び
・
・
・
か
ら
．
。
・
ま
で
並
び
に

・
・
及
び
・
・
・
の
規
定
」
の
例

【
附
則
関
係
（
検
察
庁
法
関
係
）
】

【
検
察
庁
法
第
三
十
一
条
関
係
】

で
並
び
に
附
則
第
七
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
公
布
の
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

三
～
五
（
略
） ）

一
（
略
）

二
第
八
条
第

（
中
略
） 口

附

則

１
１
’
’

一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
九
条
か
ら
第
十
六
条
ま

｜
’

I
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cl 、
第
四
百
三
十
八
条
を
第
四
百
四
十
条
と
し
、
第第

●
「
第
○
条
を
第
○
条
と
し
、

、
第
○
条
を
削
る
。
」
の
例

○
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
四
十
四
号
）

律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
号
）

民
法

正
す
る
。

●
「
・
・
・
に
つ
い
て
は
、

。
．
」
と
す
る
。
」
の
例

○
地
方
交
付
税
法
及
び
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

【
検
察
庁
法
附
則
第
三
条
関
係
】

（
中
略
）

第
四
百
四
十
条
を
第
四
百
四
十
一

第
二
十
八
条
を
附
則
第
一
条
と
し
、
第
二
十
九
条
を
附
則
第
二
条
と

し
、
第
三
十
条
を
附
則
第
三
条
と
し
、
第
三
十
一
条
を
附
則
第
四
条
と

し
、
第
三
十
二
条
を
附
則
第
五
条
と
し
、
第
三
十
三
条
を
削
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
以
下
略
）

（
以
下
略
）

附

●
「
大
臣
は
、

（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
る
。
」
の
例

則

第
○
条
を
削
り
、
第
○
条
を
第
○
条
と
し

条
と
し
、
第
四
百
三
十
九
条
を
削
り

条
を
削
り

中
司

四
百
三
十
七
条
を
削
る

」
と
あ
る
の
は
、
「
．

法
律
第
六
十
一
号
）

第
八
条
国
土
交
通
大
臣
は
、
締
約
国
の
政
府
か
ら
当
該
締
約
国
の
船

舶
（
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
船
舶
を
除
く
。
第
二
十
七
条
第

一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
有
害
物
質
一
覧
表
確
認
証
書
に
相

（
平
成
三
十
年
度
に
お
け
る
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）

第
三
条
平
成
三
十
年
度
分
の
地
方
交
付
税
に
係
る
新
地
方
交
付
税
法
第

十
四
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
に
係
る
同
条
第
三
項

●
「
大
臣
が
定
め
る
・
・
・
に
従
っ
て
」
の
例

○
船
舶
の
再
資
源
化
解
体
の
適
正
な
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

【
検
察
庁
法
附
則
第
四
条
関
係
】

当
す
る
証
書
を
交
付
す
る
こ
と
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
船
舶
の
有
害
物
質
一
覧
表
に
係
る
第
三
条
第
一
項
の
確
認
に
相
当
す

る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
当
該
船
舶
の
船
舶
所
有
者
又
は
船
長
に
対
し

、
有
害
物
質
一
覧
表
確
認
証
書
に
相
当
す
る
証
書
を
交
付
す
る
も
の
と

す
る
。

前
年
度
の
地
方
消
費
税
交
付
金
の
交
付
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年

度
の
地
方
消
費
税
交
付
金
の
交
付
見
込
額
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る

額
」
と
す
る
。

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
表
市
町
村
の
項
第
十
一
号
中
「

（
締
約
国
の
船
舶
に
対
す
る
証
書
の
交
付
）

口
に
お
い
て
、

。
に
対
し
へ
・
・
・
も
の
と
す

３



第
四
十
条
（
略
）

２
～
４
（
略
）

５
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
を
す
る
と
き
は
、
認
可
対
象
会
社
を
子

会
社
と
し
た
日
に
商
工
組
合
中
央
金
庫
又
は
そ
の
子
会
社
が
合
算
し
て

そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
て
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
国
内
の
会
社
の

議
決
権
の
う
ち
そ
の
基
準
議
決
権
数
を
超
え
る
部
分
の
議
決
権
を
、
同

を
、
同

○
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）

員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）

●
検
察
官
の
任
用
の
例

○
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務

第
二
十
条
（
略
）

２
些
刊
百
く
こ
一
正
力
↓

前
項
に
定
め
る

日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
っ

て
処
分
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
～
８
（
略
）

ｅ
「
年
齢
が
。
。
・
に
達
し
た
」
の
例

【
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号

遣
さ
れ
た
検
察
官
等
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
け
る
任
用
、
給
与

等
に
関
す
る
処
遇
に
つ
い
て
は
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
失
す

等
に
関
す
る
処
遇
に
つ
い
て
は
、
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
失
些

る
こ
と
の
な
い
よ
う
適
切
な
配
慮
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
附
則
第
五
条
関
係
】

（
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
よ
る
議
決
権
の
取
得
等
の
制
限
）

も
の
の
ほ
か
、
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た
時
に
、
そ
の

他
の
検
察
官
は
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。

○
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九

十
五
号
）

●
「
当
該
額
に
、
。
・
・
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨

て
、
。
．
。
以
上
・
・
・
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
。

・
・
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
」
の
例

○
検
察
庁
法

（
端
数
計
算
）

第
十
八
条
の
二
第
十
五
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額

及
び
第
十
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
勤
務
一
時
間
に
つ
き
支

給
す
る
超
過
勤
務
手
当
、
休
日
給
又
は
夜
勤
手
当
の
額
を
算
定
す
る
場

第
五
条
派
遣
職
員
に
は
、
そ
の
派
遣
の
期
間
中
、
俸
給
、
扶
養
手
当
、

○
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
処
遇
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
十
七
号
）

●
「
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
則
」
の
例

’
合
に
お
い
て
、
当
該
額
に
、
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ

れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ

（
派
遣
職
員
の
給
与
）

’’
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○
扇

五
号
）
般

●
「
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
」
の
例

附
則
（
昭
和
五
十
四
年
一
二
月
一
二
日
法
律
第
五
七
号
）

１
～
６
（
略
）

７
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
前
か
ら
引
き
続
き
在
職
す
る
職
員
の
う
ち

、
同
日
に
お
い
て
一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
八
条
第
九
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

地
域
手
当
、
広
域
異
動
手
当
、
研
究
員
調
整
手
当
、
住
居
手
当
及
び
期

末
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
百
以
内
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院

規
則
（
派
遣
職
員
が
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
俸
給
月
額
が
改
正
前
の
法
第
八
条
第
六
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る

年
齢
に
達
し
た
日
に
受
け
て
い
た
号
俸
の
二
号
俸
上
位
の
号
俸
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
院
規
則
で
定
め
る
号
俸
若
し
く
は
俸
給

月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
二
号
俸
上
位
号
俸
等
」
と
い
う
。
）

で
あ
る
職
員
及
び
二
号
俸
上
位
号
俸
等
を
超
え
て
い
る
職
員
を
除
く
。

）
に
つ
い
て
は
、
｜
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第

九
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
法
第
八
条
第
六
項
の
人

事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
を
超
え
る
職
員
の
同
項
又
は
同
条
第
八
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
二
号
俸
上
位
号
俸
等
ま
で
の
昇
給
の
例
に
準
じ

年
齢
を
超
え
て
い
る
職
員
（
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
の
受
け
る
号
俸
又

は
、
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
則
）
で
定
め
る
。

’ 職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十

第
一
条
～
第
三
条
（
略
）

第
四
条
（
略
）

２
｜
部
施
行
日
以
降
に
新
た
に
大
使
又
は
公
使
と
な
っ
た
者
の
う
ち
、

一
部
施
行
日
の
前
日
か
ら
大
使
又
は
公
使
と
な
っ
た
日
の
前
日
ま
で
の

○
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百

五
十
二
号
）

●
「
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
」
の
例

間
引
き
続
き
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
九
十
五
号
）
の
同
一
の
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
で

、
当
該
大
使
又
は
公
使
と
し
て
受
け
る
俸
給
月
額
が
一
部
施
行
日
の
前

日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
九
十
九
。
六
八
を
乗
じ

て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を

切
り
捨
て
た
額
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
特
別
職
の
職
員
に
は
、
平

成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差

額
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
が
、
当
該
大
使
又
は
公
使
と
し
て
受
け
る

俸
給
月
額
と
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
を
適
用
し
た
と
し
た
な
ら
ば
当
該
大
使

又
は
公
使
と
し
て
受
け
る
こ
と
と
な
る
俸
給
月
額
に
百
分
の
九
十
九
・

六
八
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

て
、
人
事
院
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
昇
給
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。
同
年
四
月
一
日
後
に
一
般
職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律

第
八
条
第
九
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
年
齢
を
超
え
る
職
員
の
う
ち

、
こ
れ
ら
の
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
つ

い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

附

則

（
平
成
一
七
年
一

へ
（
略
）

｜
月
七
日
法
律
第
一
一
四
号
）
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○
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五

口
看
）

●
「
同
。
．
．
」
の
例

（
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
要
件
の
特
例
）

附
則

第
十
一
条
平
成
十
九
年
四
月
一
日
前
に
一

｜
日
前
に
死

附
則

２
市
町
村
立
の
小
学
校
及
び
中
学
校
並
び
に
青
年
学
校
職
員
の
俸
給
そ

の
他
の
給
与
の
負
担
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
十
八

○
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）

３
（
略
）

第
五
条
～
第
七
条
（
略
）

●
「
前
項
の
・
・
・
で
定
め
る
者
」
の
例

て
あ
る
こ
と
」
と
あ
る
の
は
、
｜
で
あ
る
か
、
又
は
障
害
等
級
の
一
級

若
し
く
は
二
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
」
と
す

プ
（
》
０

で
あ
る
一

と
あ
る
の
は
、

「
で
あ
る
か
、

定
め
る
者
に
限
る
。
）
の
死
亡
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
九

条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「

は
公
使
と
し
て
受
け
る
俸
給
月
額
と
基
準
額
と

）
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

いは
＞ 、

フ
○＝

…1

れこ

を
切
り
捨
て
た
額
。

と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
超

亡
し
た
者
（
前
項
の
政
令
で

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

項
に
お
い
て

「
基
準
額
」
と

え
る
と
き
は
、
当
該
大
使
又

の
差
額
に
相
当
す
る
額

○
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
八
号
）

●
施
行
期
日
を
定
め
る
附
則
の
条
を
改
正
す
る
例

第
三
十
二
条
の
二
こ
の
法
律
第
十
五
条
、
第
十
八
条
乃
至
第
二
十
条

○
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
国
家
公
務
員
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
）

●【
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
Ｂ
条
関
係
】

【
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
六
条
関
係
】

和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
検
察

官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ
い
て
、
同
法
の
特
例
を
定
め
た
も

及
び
第
一

の
と
す
る
。

「
。
。
・
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、

検
察
官
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
づ
い
て
、
同
法
の
特
例
を
定
め

た
も
の
と
す
る
。
」
の
例

号
）
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。
但
し
、
同
政
令
適
用
の
際
、
従
前
の
規

定
に
よ
る
中
等
学
校
の
在
学
者
の
う
ち
、
第
二
学
年
又
は
第
三
学
年
に

属
す
る
者
を
そ
の
生
徒
と
し
た
市
町
村
立
中
学
校
の
職
員
で
、
国
庫
負

担
額
算
定
の
基
準
と
な
る
者
以
外
の
も
の
の
俸
給
そ
の
他
の
給
与
は
、

第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
市
町
村
の
負
担
と
す
る
。

Ｉ

一
十
二
条
乃
至
第
二
十
五
条
の
規
定
は
、

国
家
公
務
員
法
（
昭

6－



（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
（こ
の

第
十
五
条
削
除

第
三
十
九
条
国
家
公
務
員
の
退
職
給
付
の
給
付
水
準
の
見
直
し
等
の
た

め
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

め
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
会

務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

○
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八

ｃ
「
条
、
次
条
及
び
附
則
第
○
条
の
規
定
は
、
」
の
例

（
国
家
公
務
員
の
退
職
給
付
の
給
付
水
準
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
家
公

十
三
号
）

附
則
第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
四
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

し
、
第
二
十
二
条
、
坐

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
次

法
律
は
、
平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

末
六
号
土
‐
一
垂
宋
十
‐
軒

条
及
び
附
則
第
十
二
条
の
規
定
は
、
同
年
七
月

‐7－


